
(別 紙 4)

介護 政 策 評 価 支 援 シ ス テ ム作 業 手 順 書

I シ ス テ ム環 境 の構 築

以 下 の シ ス テ ム環 境 が あ る こ とを確 認 して くだ さい。 環 境 が な い 場 合 に は

新 た に構 築 す る必 要 が あ ります 。

1.ク ライ ア ン トア プ リケー シ ョンの推 奨 動 作 環 境

Windows XP / WindOws Vista / Windows 7

EXCEL2000  以 上

空 き 512MB以 上  (政 令 指 定都 市 な ど大 規 模 な 自治 体

に い て は 、 lGB以 上 を推 奨 )

Internet Explorer 6.0  ジス_L

2.通 信 環 境

LGWAN経 由 の接 続 を基 本 と します が 、 ダイ ヤル ア ップ接 続 等 も可 能

とな っ て お ります 。

(1)LGWAN経 由接 続

大 変 恐 縮 です が 、 LGWANの 接 続 環 境 につ い て は 、財 団 法 人 日本

治 情 報 セ ン ター の ホー ムペ ー ジ

http://WWWl l[asdec,nipp9n― rl e主 :砲 F:Jn/_

に掲 載 され て い ます

bttp:ノ /1Ww.lasd99.nippon一 ll e t.ne.jp/cmS/15,8844,39.htttl

等 を参 考 に して 下 さい。 (参 考 資料 参 照 )

(2)ダ イ ヤ ル ア ップ接 続 (TCP/1P通 信 。 接 続 に は、 10円 /1
分 等 接 続 料 金 が か か ります 。)

WISHと は 、 ダイ ヤル ア ップ (ISDN、 公 衆 回線 )に よ り接 続

す る こ とが 可 能 です 。 以 下 の説 明 を参 考 に して 下 さい。

0 0S

・ エ クセ ル

・ メ モ リ

・ ブラウザ

① ISDN回 線による接続
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ISDN回 線 (INSネ ッ ト64)を 利 用 して WISHに 接 続 す る こ

とで き ま す 。 新 規 に ISDNを 導 入 す る場 合 は 、 同 期 で ご利 用 下 さ

い 。

(メ リッ ト)

通 信 速 度 が 通 常 の公 衆 回線 よ りも速 く、 通 信 時 間 が短 縮 で き る

た め経 済 的 。 ISDNl回 線 で公 衆 回 線 ま た は FAX回 線 とパ

ソ コ ン通 信 同 時 に利 用 で き るた め 、 回線 を 2本 敷 設 す る必 要 が な

く経 済 的 ⇒ 既 存 の 電 話 回線 ま た は FAX回 線 を ISDN回 線 に

切 り替 え る こ とに よ りこの 回線 1本 でパ ソ コ ン通 信 も同時 に利 用

可 能 (電 話 番 号 は継 続 利 用 可 )

(前 提 条 件 )

・ 通 信 機 器 (DSU内 蔵 TA)が 必 要

・ 回線 敷 設 工事 ま た は 回線 切 替 工 事 が必 要

。発 信 番 号 通 知 が 可 能 な こ と

・ 0088発 信 が 可能 な こ と

② 公 衆 回線 に よ る接 続

公 衆 回線 を利 用 してWISHに 接 続 す る こ とが で き ます 。

(メ リッ ト)

導 入 が容 易

(前 提 条 件 )

。通 信 機 器 (モ デ ム)が 必 要

・ 回線 敷 設 工事 ま た は回線 切 替 工事 が必 要

。発 信 番 号 通 知 が 可 能 な こ と

・ 0088発 信 が 可 能 な こ と

<留 意 事 項 >

PCに LANボ ー ドが標 準 装 備 され て い る場 合 、 ま た は LAN上 の

Cか らダイ ヤ ル ア ップ接 続 を行 う場 合 に は 、WISHと の IPア ドレ

ス の重 複 を避 けて設 定 す る必 要 が あ ります 。 具 体 的 に は、 PC及 び L

A側 の IPア ドレス体 系 を次 の体 系 の い ず れ か に変 更 して 下 さい。
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ク ラ ス IPア ドレス サブネ ッ トマスク

A 10.0.0.0 - 10.255.255.255 255.0.0.0

B 172.18.0.0 - 172.31.255.255 255.255.0.0

C 192.168.0,1 - 192.168.99.255 255.255.255.0

※ ダ イ ヤル ア ップル ー タ経 由で 接 続 す る場 合 に は 、 ダ イ ヤ ル ア ップ

ル ー タ の NAT(IPマ ス カ レー ド)機 能 を使 用 し、 ダイ ヤ ル ア ッ

プル ー タ に割 り当 て られ たWISHの ア ドレス に変 換 して 通 信 を行

うよ うに して 下 さい。

<ダ イ アル ア ップ接 続 情 報 に関 して のお 問 い合 わせ は >

WISH― ル プデ ス ク  04-7140-3140

(3)そ の他

それ 以 外 の接 続 方 法 を希 望 す る場 合 に は 、 下 の 問 い 合 わせ ま でお 問

い合 わせ 下 さい。

問 い合 わせ 先

厚 生 労働 省 老健 局総 務 課

課 長 補 佐  大 野

電 話 :0352531111(内 3916)

e― mail : kaigOhyokasien@mhlw.go.jp

(e mailで の 問 い合 わせ の場 合 、件 名 を 「問合 」 とす る こ と。)

Ⅱ シ ス テ ム構 成 の違 い に伴 い必 要 とな る 申請

1.利 用 登 録 申請 及 びWISH― IDの 登 録 申請

2つ の 申請 は ま とめて 同 じフ ォー ム で行 い ます 。件 名 は「利 用 登 録 」し、

本 文 に、

① 都 道 府 県名 (市 町村 、広 域 連 合 の場 合 も都 道 府 県名 を記 載 して 下 さい

「○ ○ 県 」 の よ うに 、「県 」 等 も記 入 願 い ます 。)

② 保 険 者 名 (都 道 府 県 の場 合 は都 道 府 県名 、 市 区町 村 の場 合 は市 区町村
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名広域連合 の場合 は広域連合名 を記載 して下 さい。「○○市」の よ う

に 「市等 も記入願います。)

③所管部署名 (部 局、課、係名 を記載 して下 さい。)

④WISH利 用責任者名 (フ ルネームで、姓 と名 の間はスペースを入れ

記載 して下 さい。)

⑤WISH利 用者名 (フ ルネームで姓 と名 の間はスペースを入れて記載

して下 さい。複数の場合 は、改行せず に句点「、」で区切 って下 さい。)

⑥WISH接 続方法 (LGWAN利 用 の場合 は 「LGWAN」 、ダイヤル ア ップ接

続 の場合 は発信元電話番号 (半 角、間はハイホン
″″

で繋いで下 さい。

を記載 して下 さい。)

⑦連絡担 当者名 (フ ルネームで姓 と名 の間はスペースを入れて下 さい )

③担 当者連絡先所在地郵便番号 (〒 マー クは不要です。半角、間はハイ

ホン
″〃

で繋いで下 さい。)

⑨ 担 当者 連 絡 先 所 在 地 (全 角 で記 載 して くだ さい。)

⑩ 担 当者 電 話 番 号 (半 角 、 間 はハ イ ホ ン
″―″で 繋 い で 下 さい。 内線 は括

弧 内 に記 入 して 下 さい。)

① 担 当者 e mailア ドレス (半 角 。 担 当部 署 の ア ドレス で も問題 あ りませ

ん。 連 絡 が 取 れ るア ドレス を記 載 して 下 さい。)

の順 に連 番 を付 けず に 、左 詰 めで 1行 ず つ 改 行 して記 載 した電 子 メー ル

を、 問 い合 わせ 先 で もあ る、

kaigohyokasien@mhlw.go.jp

ま で お 送 り下 さい。

随 時 受 け付 け てお ります が 、 IDの 発 行 手 続 き に 時 間 が か か る こ とか

ら、 平 成 23年 3月 9日 (水 )ま で にお 送 りい た だ い た もの につ い て 、

最 初 の 申請 手 続 き を行 い 、以 後 にお 送 りい た だ い た もの に い て は 、 あ る

程 度 ま とま つた件 数 とな つた とこ ろか 月 末 か どち らか 早 い タイ ミン グで

申請 す る予 定 です 。

(例 )件名 :

本 文 :

利 用 登 録

東 京 都

厚 生 労働 市

介 護 保 険課
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厚 労  太 郎

厚 労  太 郎 、 厚 労  次 郎

LGWAN

100-8916

厚 労  太 郎

東 京 都 厚 生 労 働 市 霧 が 関 1-2-2

03-5253-1111(0000)

kaigohyokasien@mhlw.go.jp

な お 、 既 に他 の 業 務 で WISH一 IDを 取 得 され て い る場 合 も、 新 し

い WISH一 IDが 必 要 と な り ま す の で ご 留 意 下 さ い

2.シ ス テ ム の接 続 方 法 につ い て 、

→  LGWANを 経 由 して の接 続 を希 望 され て い る方 につ い て は 3.ヘ
お 進 み 下 さい。

→  ダイ ヤル ア ップ接 続 を希 望 され る方 につ い て は 4.へ お進 み 下 さい。

→  LGWAN、 ダイ ヤル ア ップ の いず れ の接 続 方 法 も難 しい 場 合 に は

12.(3)の 問 い合 わせ ま で お 問 い合 わせ 下 さい。

3.LGWANを 経 由 して接 続 を予 定 され て い る方

・ LGWANに 接 続 で き る環 境 をお 持 ちで な い方 は、

LGWANに 接 続 で き る環 境 を ご用 意 下 さい。

・ LGWANに 参加 され て い な い方 は 、

LGWANの 参 加 手 続 き をお 願 い します 。

大 変 恐 縮 です が 、 LGWANの 参加 手 続 き につ い て は 、

財 団 法 人 日本 自治 情 報 セ ン ター の ホ ー ムペ ー ジ

http://www.]asdec.nippon一net,ne.jp/

に掲 載 され て い る、 (参 考 )に お つ け した

hilp://WWW。 lasdeq.nippon― net.ll o.jp/c lll s/15,8844,39.1l t ill l

等 の LGWANへ の参加 の 手続 き を参 考 に作 業 をお願 い い た しま

す 。

なお 、 す で に LGWANに 参 加 して お り、 LGWAN経 由 で の接 続

が能 な場 合 は 、今 回 、 更 な る作 業 は発 生 しませ ん。
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4.ダ イ ヤル ア ップ接 続 を予 定 され て い る方

。 ダイ ヤ ル ア ップ接 続 で き る環 境 をお 持 ちで な い方 は ダイ ヤ ル ア ップ

接 続 で き る環 境 を ご用 意 下 さい。

。 WISH― ID取 得 後 の ダイ ヤル ア ップ接 続 の 申請 につ い て は 当方

は な くWISH事 務 局 (統 計 情 報 部 )へ 申請 手 続 き をお願 い します 接

続 に は接 続 料 金 が発 生 す る こ とに ご留 意 下 さい。

(10円 /1分 等 の い くつ か の プ ラ ンが あ ります。)

具 体 的 な 申請 手続 きです が 、後 日利 用 者 登 録 い た だ い た 方 の うちダ

イ ヤル ア ップ接 続 を予 定 され た方 に 、指 定 され た様 式 をお 送 り します 。

必 要 事 項 を記 入 の 上 、WISH事 務 局 の担 当で あ る

WISH事 務 局 メール ア ドレス  WISH一 HP@mhlw.go.jp

へ 直接 メー ル に添 付 してお 送 りくだ さい。

当 申請 は 、 ダイ ヤ ル ア ップ接 続 の利 用 ・ 解 約 等 につ い て の統 合 ネ ッ

トワー ク (ソ フ トバ ン ク社 )と の契 約 の た め の 申請 とな ります 。 WI

SH事 務 局 が受 理 した 当該 申請 は 、 内容 確 認 の上 、WISH事 務 局 ら

統 合 ネ ッ トワー クヘ 転 送 します 。 後 日、統 合 ネ ッ トワー クか ら様 に記

入 され た ご担 当者 様 へ 連 絡 が入 ります の で 、各 自治 体 で の ご対 応 をお

願 い します 。

Ⅲ 変 更・ デ ー タの移 行 に伴 う作 業

平 成 23年 3月 末 で終 了す る現 行 の支 援 シ ステ ム に登 録 され たデ ー タ にい

て 、新 しい 支 援 シ ステ ムヘ の移 行 は行 わ な い 予 定 です 。 この た め 、

①平成 23年 3月 末までに、現行 の支援 システムにおいて、全ての帳票、

アプ リケー シ ョンについてダ ウンロー ドを行 うこと、

②平成 23年 4月 以後、過去分のデー タを新 しい支援 システムに反映 され

る場合、再度デー タ登録 を行 うこと、

が必要 とな ります。 また、新 しい支援 システムの業務 アプ リケーシ ョン及
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び 帳 票 の ダ ウン ロー ド方 法 、利 用 方 法 等 の詳 細 は 、利 用 者 に追 っ て周 知 す る

予 定 です 。

Ⅳ  シ ス テ ム の表 示 内容 の違 い に伴 う作 業

政 策 指 標 等 の表 示 内容 につ い て は 、 レイ ア ウ ト等 が変 わ る もの の 大 幅 な変

更 は行 わ な い 予 定 です が 、表 示位 置 等 が変 更 され る可 能 性 が 高 い た め、 現 在

の支 援 シ ス テ ム の エ クセ ル か ら、位 置 を指 定 して リン ク を張 って い る等 の場

合 は 、 リン クの 張 り直 し等 が 必 要 とな ります 。
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LGWANへ の参力日の手続き

1 参加申込からLGWANサ ー ビス利用までの手続き

(1)参加申込から参加申込受理 (参加決定)

②

① LGWANに 参加を希望する地方公共団体は、取りまとめ窓□である広l或行政ネットワー

ク運営主体としての都道府県 (以下「参加手続窓□」という。)よ り、次のものを入手する。
・ 総合行政ネットワーク基本要綱     ・総合行政ネットワーク参加約款

・ 総合行政ネットワーク参加申込書    ・総合行政ネットワーク接続仕様書

・ 総合行政ネットワーク利用ガイドライン

地方公共団体は、参加約款の内容を合意の上、団体内の環境をLGW∧ Nサービス提供設

備を設置するためのフアシリティ条件、地方公共団体内ネットワークとLGWANサ ービ

ス提供設備を接続するためのセキュリティ条件を満たすように整備し次の書類に必要事項

を記入して、参加手続窓□に提出する。

・ 総合行政ネットワーク参加申込書

・ LGWANサ ービス提供設備設置に係るファシリティ条件確認票
。 地方公共団体ネットワークとLGW∧ Nサービス提供設備との接続に係るセキュリテ

ィ条件確認票

・ 地方公共団体内ネットワークア ドレス確認票

参加手続窓□は、提出書類の内容の確認を行つた上、記入漏れや不備のないことを確認し、

LGWAN運 営主体に送付する。運営主体は、その内容がLGWAN基 本要綱又はLGW
AN参加約款の規定に抵触するおそれのある場合を除いて申込を受理し、その旨を参加手

続窓□を通じて地方/AN共 団体に通知する。

③

辣炸畿猥颯誦

参加約款等入手

必要書類に記入

参加決定

提出書類の確認

参カロ申込受理

碁

通知

-

図 1.1 参加申込～参加申込受理 (参加決定)までの流れ

1
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LGWANへの参加の手続き

(2)参加申込受理 (参加決定)か らLGWANサ ービス利用開始

① 参加申込受理の通矢0を受けた地方公共団体は、以下の設備、機器を選定、調達する。

・ LGWANサ ービス提供設備

・ ICカード及び ICカ ード読取装置

・ LGWANア クセス回線
。 地方公共団体内ネットワークとLGWANサ ービス提供設備を接続するためのネット

ワークケーブル

② LGWAN運 営主体は、地方公共団体において①の設備、機器の調達、導入 (ICカード

及び ICカ ード読取装置は除<)が完了し、LGW∧ Nアクセス回線が開通した段階で、

LGW∧ Nと地方公共団体内ネットワーク間での接続試験を実施する。

③ LGWAN運 営主体は、接続確認試験において地方公共団体内ネットワークとLGWAN
間での接続に支障がないことを確認した後、地方公共団体に対してLGWANサ ービス利

用開始を通知する。

保守契約

|,,,1鷹重碁零等腎雫
電気通信事業‐者

図 1.2 参加申込受理 (参加決定)～ LGWANサ ー ビス利用開始まで
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2 LGWANへ の参加に当たつて必要となる措置

地方公共団体は、LGWANに 参加し、

ス回線、LGWANサ ービス提供設備、 |

担する。

サービスを利用するに当たって、LGWANア クセ

Cカード及び ICカ ード読取装置等に係る費用を負

LGWANへ の参加の手続き

2.l LGWANに 参加する際に新規に調達する機器等

地方公共団体は、LGWANに 参加する際に、以下の初期費用を負担することになる。初期

費用は、それぞれの契約を締結した事業者に対して、当該契約に基づき直接支払うものとする。

LGWANの サービスを利用するために以要な構成は、図 2.1のとおりである。

④LGWANア ク

県域ア
ー
ケセ

セス回線

ス回線

都道鳥‐県

都道府県 NOC の他の回線

図 21 LCWANの サービスを利用するために必要な構成
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③空調工事

…

∬

③Ma‖/DNS
サーバ

lCカート
ヾ
読取装置

<具備すべき条件>
LGWANサービス提供設備設置に係るファシリテイ条件

地方公共団体内ネットワークと LCWANサ ビス提供設備との接続に係るセキュリティ条件



LGWANへ の参加の手続き

(1)LGWANに 参加する際に新規に調達する機器等

①ネットワーク接続用ケーブル (図 2.1の①)

地方/AN共 団体内ネットワークとLGW∧ Nサービス提供設備を接続するためのケーブル。

② lCカ ード読取装置、 ICカード (図 2.1の②)

LGWAN電 子文書交換等のLGWANの 認証基盤を使用する際に必要となる機器。

③LGWANサ ービス提供設備 (図 2.1の③)

地方/AN共 団体肉ネットワークとLGWANを 接続するための設備であり、1地方公共団体に

つき、必ず 1台設置しなければならない。サービス提供装置、ルータ、∪PS(無停電電源装

置)、 監視 。制御装置、ラックにより構成される。

(ア)サービス提供装置

LGWANア クセス回線との接続、∨PN(0音号化・トンネリング)、 フアイアウォール、

NAT(ア ドレス変換)、 DNS(ア ドレス解決)、 S Mtt P(メ ール)、 NTP(3寺亥」同

期)等を統合的に行う装置で、遠隔監視、遠隔操作に対応したエージェント機能を備える。

(イ )リレータ

ルータは、LGWANと 地方/AN共 団体相互間の接続を可能とするルーティングを行い、

暗号化機能を有する。

(ウ)∪ PS(無停電電源装置)

∪PS(無停電電源装置)は、LGWANサ ービス提供設備内機器の電源バックアップ

を行う。

(工)監視・制御装置

監視。制御装置は、全国NOCに設置されているリモート監視装置への動作状況の通知、

リモート監視装置からの遠隔操作指示による機能制御、電源制御 (停上のみ)を行い、温

度異常、停電等の異常発生時に、単体で自動的に電源制御を行う。

(オ)ラ ック

LGWANサ ービス提供設備を構成する各装置は、専用の19イ ンチラックに収容す

④LGWANア クセス回線 (図 2.1の④)

LCW∧ Nサービス提供設備と都道府県NOCを 接続するための回線で、県1或 アクセス回線

都道府県WAN又 はその他の回線のいずれかを選択する。

(ア)県 1或 アクセス回線

LCWAN運 営主体が整備するバックボーン回線に接続可能な回線

(イ)都道府県WAN
都道府県が独自に整備するネットワーク回線網

(ウ)そ の他の回線

前 2号に掲げる以外の回線
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(2)LCWANを 利用する際に必須となる条件、機器及び設備等

① LGW∧ Nサービス提供設備設置場所ファシリティ条件

LGWANに おいて均一性、均質性のある最高のセキュリティレベルを保つために、LGW
ANサービス提供設備の設置場所において要求される最低限のフアシリティ条件。参加申込に

当たっては、すべての条件を満たすファシリティを確保する。

②地方公共団体内ネットワークとLGWANサ ービス提供設備との接続に係るセキュリティ

条件

LGW∧ Nにおいて均―性、均質性のある最高のセキュリティレベルを保つために、地方公

共団体内ネットワークとLGWANサ ービス提供設備との接続におしヽて要求されるセキュリ

ティ条件。参加申込に当たっては、すべてのセキュリティ条件を満たす環境を整備する。

③F/W(フ ァイアウォール)(図 2.1の⑤)

地方公共団体内ネットワークとLGWANサ ービス提供設備の間に設置するフアイアウォ

ール機能を有した通信機器。地方公共団体内ネットワークから見ると、LGW∧ Nは外部ネッ

トワークとなるため、外部からの不正アクセスを防止する。

④メールサーバ 1、 DNSサーバ2(図 2.1の⑥)

LGW∧ Nサービス提供設備には、メールサーバ、DNSサ ーバの機能はないため、LGW
ANの電子メール及び電子文書交換サービスを利用するために必要となるもの。

LGWANへ の参加の手続き

(3)LCWANサ ービス提供設備を設置するための電源工事及び空調工事

①電源工事及び空調工事 (図 2.1の⑦、③)

LGWANサ ービス提供設備を設置するために電源工事と空調工事が必要となる。

1メ ールサーバ :イ ンターネット上に常に接続され、自ネットワーク内のユーザの電子メールの送信や受信を行うコンピュ
ータをいう。2DNSサ ーバ :イ ンターネット上でのコンピュータの名前にあたるドメイン名を、住所にあたるIPア ドレスと呼ばれる4

つの数字の列に変換するコンピュータをいう。
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LGWANへ の参加の手続き

2.2 経常的費用

地方公共団体は、LGWANの 利用に際して、経常的に以下の費用を負担する。これらの費

用は、それぞれの契約を締結した事業者に対して、当該契約に基づき直接支払う。

(1)LGWANア クセス回線使用料

(2)LGW∧ Nサービス提供設備に係る費用

23 地方公共団体行政専用 ドメイン名取得に係る費用

それぞれの地方公共団体は、LGWANへ の接続に当たり、LGWAN参 加約款第10条に

基づき、LG.」 Pドメイン名を登録申請し、取得したドメイン名を使用してLGW∧ Nと接続

しな<てはならない。

LG」 Pド メイン名の登録費や年間維持費は、LGWANの 運営にかかる負担金で一括して

支払われており、各参加団体における個別の費用負担金は発生しない。

2.4 その他の費用

2.1～ 2.3の他に、地方公共団体内ネットワークの管理体制やLGWANサ ービス提供設備

の設置場所等の事情により、地方公共団体内ネットワークの設定変更、フアイアウォールの設

置 。設定変更、メール/DNSサ ーバの整備及びフアシリティ整備等の費用を必要とする場合

がある。

25 規程類の整備

(1)規程類でLGWANに 関する事項を定める必要がある。

例 :事務分掌→組織条例・組織規程
入退室管理→庁内管理規貝」

電子文書の収受及び保管 。保存→文書管理規程

電子署名→公印規程

(2)LGWANの 接続に関し、参加団体内ネットワークのセキュリティポリシーの見直しが必

要な場合がある。

(3)LGPKI登 録分局を設置する必要がある。

「地方公共団体における組織認証基盤 (LGPKI)について」は、以下の∪RLをご覧<ださ

い 。

http1//wwwiasdec.niooon― net.ne.lo/cms/15,4108,42.html
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現行「

錫 1紙 5)

茶 韮 政策評価支援システム」都道府県別登録率上位又

”‐ヨ
ロ
，

卜
‥フ

―
卜
Ｎ
Ｉ

※ 登録項目には「手入力項目」と「平成20年 4月 」「平成20年 10月 」「平成21年 4月 」の各サービスデータ
の登録の4点があり、登録済件数はこれら4点すべてについて登録した保険者の数である。

(資料)地域ケア政策ネットワークより

都道府県名 登録済件数 (※ ) 保険者数 登録割合

大阪府 38 41 ″ 〃

広島県 19 23 ″ %

福岡県 23 28 a2/〃

青森県 32 40

“

%

愛媛県 16 20 ″ %



(男J府16)

老発 0208第 1号

平成 23年 2月 8日

各 都道府県知事 殿

厚 生 労 働 省 老 健 局 長

介護政策評価支援システムの周知依頼等について

介護政策評価支援システムについては、従前より、NPO法 人地域ケア政策

ネ ッ トワークが運用 していたが、平成 23年度 より老健局が開発、運用を行 う

こととなつた。ついては、貴管内保険者等に対 し当該システムの周知を依頼す

るとともに、各都道府県においても積極的な活用をお願いする。

なお、利用方法等の詳細については平成 23年 2月 22日 に行われる全国介

護保険 。高齢者保健福祉担当課長会議において説明する。
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